
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度山元町ファミリー・ 
サポート・センター利用のご案内 
山元町では、平成３０年１２月１日からファミリー・サポート・センターの利用を
開始するのに合わせ、１１月１日から利用者の会員登録を受付いたします。 
ファミリー・サポート・センターを利用するためには、事前に会員登録が必要に 
なりますので、利用を希望する方は＜会員登録の方法＞により手続きをお願いしま 
す。皆様のご利用をお待ちしております！ 

  

＜会員登録の方法＞  

ファミリー・サポート・センターは、子育てをお願いしたい人（おねがい会員）と、

子育てを手伝いたい人（まかせて会員）をつなぎ、地域で助け合いながら子育 

てを援助する組織です。（詳しくは、裏面をご覧ください） 

①ファミリー・サポート・センター事務局（こどもセンター内）に直接お越しいただき、入会 

申込書を提出してください。入会申込書はファミリー・サポート・センター事務局と山元 

町役場保健福祉課、坂元支所で配布するほか、町ホームページからも取得可能です。 

②事務局担当者（アドバイザー）と入会申込書の記載内容を確認します。 

③会員証の発行手続きを行い、会員登録の完了です。（会員証は後日交付） 

 

＜会員登録時のお願い＞  

実際にファミリー・サポート・センターを利用する方が申 

し込みをしてください。(代理申し込み不可) 

会員登録は無料です。 

会員登録の際は、印鑑をご持参ください。 

会員証には会員本人の顔写真を貼付します。(写真は申込 

時にアドバイザーが撮影します) 

 

【問い合せ・申し込み先】 

山元町ファミリー・サポート・センター事務局（山元町こどもセンター内） 

事業受託者 NPO 法人子育てひろば 夢ふうせん (担当 佐藤・菅野) 

〒989-2208 山元町つばめの杜一丁目 2番地 TEL 0223-36-9877 

【ファミリー・サポート・センター開設時間】  

月曜日～金曜日（平日のみ） ※１２月２９日～翌年１月３日を除く 

９時 ～ １７時（昼休憩時間：１２時～１３時） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どのような利用ができるの？ 

利用料金はいくらかかるの？ 

＜ファミリー・サポート・センター利用の流れ＞ 

誰が会員になれるの？ 

「まかせて会員」 
「おねがい会員」 

町内にお住まいで、生後

６ヶ月から小学校６年生

までのお子さんの保護者 

「どっちも会員」 

両方に登録した方は「どっ

ちも会員」に該当します 

町内にお住まいで、必要な

講習を受講した２０歳以上

の方 

●原則として、利用時間は７時～１９時です。 

●会員同士の合意があればこれ以外の時間でも利用できます。（理由は問いません。） 

●ただし、宿泊を伴う預かりや病中・病後児の預かりは行いません。 

●月曜日～金曜日（平日） ７時～１９時まで     １時間 ７００円 

●上記以外  （１２月２９日～翌年１月３日含む）   １時間 ８００円 

●送迎を伴う場合は、1回につき２００円が上乗せになります。 

●兄弟姉妹の複数のお子さんを預ける場合は、２人目から半額になります。 


